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京都府では、府の公共事業を自然・社会環境と共生するものへ導くことを目指し、平成

▲

１５年度に「 環』の公共事業行動計画」を、翌１６年度に、同計画に基づき公共事業を『

環境面から評価するための「ガイドライン」を策定しました。

この「ガイドライン」に沿って、平成１７年に職員による評価を試行し、平成１８年度

▲

からは、維持管理等を除く府の公共事業すべてを対象に、構想及び実施段階で職員による

評価を行うとともに、大規模事業は、構想段階で府の評価結果について第三者の審査を受

けています。

こうした評価等の実施により、府の公共事業は、特に自然環境への配慮技術の面を中心

▲

に改善が図られ、また、地域の環境情報や環境配慮技術が蓄積されてきています。

一方 「 環』の公共事業」の目的達成のためには、生活や文化等の社会環境を含めた

▲

、『

地域環境との調和を一層重視した取組が必要であることから、今回、評価の仕組みなどを

見直し、ガイドラインを改正するものです。

－『環』の公共事業ガイドラインによる評価を実施－

① 府（職員）における自己評価

平成１７年度 平成１８年度

構想段階における評価 １８件 ２１件

実施段階における評価 １３８件 ６０２件

合 計 １５６件 ６２３件

※平成１７年度は９月以降着手分から評価開始

② 府の評価結果についての公共事業評価審査委員会での審査

工種 道 路 街 路 港 湾 河 川 農地防災 林 道

件数 ６件 １件 ２件 ２件 １件 １件

※平成１８年度において実施した府営公共事業の事前評価及び再評価（対象：１０億円以上）

構想ガイドラインに基づく評価結果を公共事業評価審査委員の合計１３件すべてについて、

し、事業実施可否を判断会が審査

（平成１８年度）＜参考＞『環』の公共事業ガイドラインによる評価についての職員研修

開催日 参加人数 講義内容

公共事業における絶滅危惧種への配慮第１回 １１月２８日 ７８人

地域文化と住民協働について第２回 １月２２日 ４９人

大手川流域における総合土砂管理について第３回 ２月２６日 ４０人

改定の趣旨

現在までの取組

『環』の公共事業行動計画ガイドライン[改訂版]
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『環』の公共事業行動計画ガイドライン[改訂版]

○ 技術的対応

自然・生態系の連続性を重視して、工種ごとで異なる技術基準を調整しながら、

土砂の適切な下流への移動を確保するため治山及び砂防堰堤に同様のスリットを設

けるなど、上流（治山事業 、中流（砂防事業 、下流（河川整備事業）の自然の） ）

一体性を踏まえた事業横断的手法で整備

○ 社会的対応

地元宮津市との連携するとともに、地域住民等が事業計画立案などに参加するこ

とで、地域の自然・社会環境を踏まえた計画を検討

さらに、このことを通じて環境や防災に対する意識を高揚

広葉樹林の造成

山腹崩壊地の森林造成 針葉樹の複層林化

集中豪雨により最上流部で

山腹崩壊発生

既設の砂防堰堤を,

嵩上

上流には新規に砂

防堰堤を整備

支川柿ケ成川では大規模な土石流が発生

既設の砂防堰堤が下流の人家を守りました。

堆積土砂の浚渫

下流域では河川が氾濫し、道路や家屋が浸水しました。 河川整備の実施（イメージ図）

）『環』の公共事業の取組事例 ～大手川流域における総合土砂管理～（H16～

宮津市の大手川流域において 「人と自然が共生する地域社会」の実現を目指し、、

「 緑』と『土』と『水 」をキーワードに、関連する公共事業を連携させて展開『 』
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『環』の公共事業行動計画ガイドライン[改訂版]

現在、ガイドラインに基づく評価は、事業箇所ごとに実施していますが、生活文化等を

▲

地域の環境との調和を図るためには、地域住民や外部有識者等の参画を得て、地域含めた

です。で相互に関連して実施される公共事業を横断的に評価する仕組みが必要

また、一定規模以上の公共事業については、府の評価結果を外部組織（京都府公共事業

▲

評価審査委員会）で審査いただいていますが、公共事業の環境配慮を徹底するため、今後

事業規模に関わらず、構想段階で外部有識者等による評価を受ける仕組みが必は、

です。要

構想段階の環境評価としては、平成１９年４月に、事業の実施可否も含めた評価を行う

▲

戦略的環境アセスメントの「ガイドライン」 を参が環境省から公表されたことから、これ

です。考に、構想段階の評価の仕方を見直すことも必要

「 環』の公

▲

ガイドラインに基づく評価を通じて地域の環境情報を把握していますが、『

」 、 、共事業 をレベルアップしていくには これら環境情報を地理情報として総合的に集約し

です。今後実施する公共事業に活かしていくことが必要

さらに 「 環』の公共事業」のレベルアップのためには、大手川流域の総合的な土砂

▲

、『

優良な事例を他地域に拡大 受注業者の自主的な取組を応管理対策などの させるとともに、

することも必要です。援

地域の自然、生活、文化等を含む幅広い意味の環境を念頭に、負荷の低減のみならず、

▲

府のすべての公共事業について、積極的にそれらを再生・創造する視点から、原則として

します。ガイドラインに沿った評価を実施

(1) 評価の方法は、担当職員による評価と、評価結果の外部有識者や地域住民による審査

を組み合わせ、客観性と透明性の高いものにしていきます。

(2) 評価を通じて、環境にプラスとなる事業を積極的に推進する一方、環境に著しいマイ

ナスとなる事業は、たとえ経済効率性が高くとも見直しを実施します。

地域住民等の参画も得ながら構想及び実施段階の評価を実施することで、地域の環境情

▲

『環』の公共事業報を集約し、さらにこれらの情報を今後の事業に活かしていくことで、

します。のＰＤＣＡサイクルを確立し、地域の自然や文化等と調和した公共事業を実現

現状と課題

施策の基本方向
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『環』の公共事業行動計画ガイドライン[改訂版]

＜構想段階の取組＞

[住民等参加による横断的評価の実施]

◇『環』の公共事業行動計画検討委員をアドバイザーとして、地域住民等の参画を得なが

ら、小流域等の地域を単位に、関連する公共事業を横断的・総合的に評価します。

[府の評価結果の外部有識者評価の実施]

◇経済評価軸と環境評価軸による複眼的な評価を、より客観的に進めるため、構想段階の

すべての事業を対象に、府（職員）による評価結果を 『環』の公共事業行動計画検討、

委員会により評価いただきます。

[定量的評価手法の強化]

、 、◇事業実施可否の判断を含む戦略的な環境影響評価を目指して 構想段階の評価について

５段階評価とするとともに、評価事項を充実させます。

＜実施段階の取組＞

[環境情報の収集・活用]

◇蓄積された地域の環境情報や環境配慮技術情報等をＧＩＳ上の情報として集約し、今後

実施する事業に活用するとともに、住民等が環境を見直す資料として利用します。

[事業者の取組促進]

◇「ＫＥＳ」や「エコ京都２１」などの環境ラベルの取得を促し、公共事業実施業者自ら

の環境改善の取組を推進します。
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『環』の公共事業における重点的取組
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『環』の公共事業行動計画ガイドライン[改訂版]

＜『環』の公共事業ガイドラインによる実施手順（例）＞

再チェック

ＮＯ ＮＯ

再チェック

ＮＯ ＮＯ

ＮＯ

再チェック

ＯＫ

ＯＫ

地域全体の視点で確認　

結果のフィードバック　

ＯＫ

ＯＫ

同一地域
（小流域等）

において
同時期に
実施され
る公共事
業の自己
評価結果

『環』の公共事業構想ガイ
ドラインによる自己評価

事業ごとの基準による
費用対効果の自己評価

構想の補正・修正
（コスト縮減等）

公共事業の計画に
係る環境関連調査

調査結果データの
蓄積

目指すべき地域の環境像

公共事業の構想（または構想の変更）

事業区域の環境像の設定

個別事業（工事）の設計

『環』の公共事業
実施ガイドラインによる

計画チェック

工法・資材等の
再チェック

個別事業（工事）の実施

『環』の公共事業
実施ガイドラインによる

実施チェック

事後評価

事業実施評価
の蓄積・地域
の環境像の蓄
積

地域の
環境像
の検討
見直し

あるべき地域の環境像

工事完成・供用開始

実
施
し
な
い

構想の補正・修正
（地域環境配慮）

外部有識者評価

　
構
想
段
階

　

実
施
段
階

住民等参加による
地域の事業の横断的評価
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『環』の公共事業行動計画ガイドライン[改訂版]

＜参考＞

（敬称略）１ 検討会議メンバー

○参与 郡嶌 孝 同志社大学経済学部教授

浅岡美恵 （特非）気候ネットワーク代表

古田裕三 京都府立大学大学院農学研究科准教授

○検討委員 内藤正明 （特非）循環共生システム研究所代表＜座長＞

三野 徹 京都大学名誉教授＜座長代理＞

川崎雅史 京都大学大学院工学研究科教授

竹門康弘 京都大学防災研究所准教授

立川康人 京都大学大学院工学研究科准教授

深町加津枝 京都府立大学人間環境学部准教授

三好岩生 京都府立大学大学院農学研究科助教

２ 検討会議の開催状況

開 催 日 区 分

６月１５日 第 １ 回 検 討 会 議

７月２０日 第１回ワーキング

８月２９日 第２回ワーキング

９ 月 ７ 日 第 ２ 回 検 討 会 議

１１月２８日 第３回ワーキング
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『環』の公共事業行動計画ガイドライン[改訂版]

３ 検討会議での主な意見

＜公共事業のあり方について＞

○ 公共事業を、地域の環境像・地域性をより重視するという方向にシフトするべき。今は、地

域の環境像に対する視点が不足していることが反省点。

、 。○ 個々の事項で環境配慮するのではなくて 地域全体で環境配慮事項を考えていくことが必要

○ 今回の改定版に基づく取組を推進して、しっかりした地域の環境像を蓄積し、それを将来的

に発信していけば良い。

○ 『環』の公共事業は、単なる環境影響評価ではなく、積極的な環境配慮を戦略的に行う仕組

みとしていく必要がある。

＜評価のあり方について＞

○ 費用対効果はクリアしているが、環境評価ではマイナスになるもの、また、その逆のものに

ついては、第３者の意見を聞く場が必要。

○ 環境面の評価は相対評価しかできないし、点数を付けることは難しい。しかし 「○、×」、

のみの評価よりも、敢えて５段階ぐらいの評価にチャレンジした方がいい。

○ 職員は、評価の実施により公共事業にブレーキがかかるとういう意識でなく、公共事業をど

れだけ前向きに進めていくことができるのかと考えることが大切。

＜住民等による評価のあり方について）

。 。○ 個々の事業単位で住民参加を促しても意味はない 全体的な話で議論が行われることが必要

○ 住民参画による評価は、出来る地域から始めて、少しずつ広げていくのがいい。

○ 評価だけして見直しは全くないような予定調和的システムを作ってもしょうがない。計画を

やり直すものが出てくることが必要。

＜情報の利用について＞

○ 『環』の公共事業により蓄積された情報は地域ごとにまとめて活用するシステムが必要。

○ 得られた情報を、蓄積して活用して行くことが大切。

＜事業者の取組支援について＞

○ 自主的な環境改善の取組を促進させる取組は良い。

４ パブリックコメントにおける主な意見

○ 経済効率性が低くても、環境保全に有効な公共事業は進めていくことが重要である。

○ 地方には、環境面での評価が低くても生活基盤の整備として行わなければならない事業

がある。評価の内容として、地域住民の意向や地域密着度などの地域要件を勘案すべき。

○ 住民参加による評価の実施は事業単位で参加を促しても意味がない。

○ 下水処理場で発生する汚泥を炭に改良して石炭火力発電の燃料として利用する例があるの

で、京都府においてもこのような取組を考える必要がある。


